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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則�

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）　
　

一

〇
宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
医
療
人
材
対
策
室
）　
　

一

告

示

〇
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
申
請�

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）　
　

二

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定�

（
医
療
政
策
課
）　
　

二

〇
令
和
二
年
度
ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
の
検
査
の
実
施�

（
畜　

産　

課
）　
　

二

〇
令
和
二
年
度
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
令
和
二
年
度
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ

キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
検
査
の
実
施�
（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
令
和
二
年
度
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
令
和
二
年
度
豚
熱
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
令
和
二
年
度
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
令
和
二
年
度
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
令
和
二
年
度
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
令
和
二
年
度
牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
、
豚

ブ
ル
セ
ラ
病
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
令
和
二
年
度
腐
蛆
病
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了�

（
農
村
振
興
課
）　
　

六

〇
宮
城
県
防
除
実
施
基
準
の
変
更�

（
森
林
整
備
課
）　
　

六

〇
高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
の
変
更�

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定�

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定�

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
道
路
の
区
域
変
更�

（
道　

路　

課
）　
　

六

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（　
　

同　
　

）　
　

七

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可
（
二
件
）�

（
都
市
計
画
課
）　
　

七

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
平
成
三
十
年
分
）�

　
　

八

監
査
委
員

〇
行
政
監
査
の
結
果
の
公
表�

　
　

八

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

　
　

八

収
用
委
員
会

〇
県
道
山
下
停
車
場
線
２
号
事
件
審
理
の
開
催�

　

一
二

規

則

　

産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
三
号

　
　
　

�

産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
（
一
九
九
八
）」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
（
二
〇
一
九
）」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

��

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
規
則
第
十
四
号

　
　
　
宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「性

　

別

　
　

男

　

女

」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
九
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十

五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物

処
理
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」

と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

Ｍ
Ｋ
エ
コ
プ
ラ
ン
ト
株
式
会
社

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁
目
五
番
十
七
号

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

丸
山　

長
裕

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
黒
川
郡
大
郷
町
川
内
字
中
埣
山
一－

三
十
三

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　

�　

木
く
ず
又
は
が
れ
き
類
の
破
砕
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令

第
三
百
号
）
第
七
条
第
八
号
の
二
）　
　

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

木
く
ず

五　

申
請
年
月
日

　
　

令
和
二
年
二
月
十
三
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
（
塩
釜
保
健
所
）

　

２�　

縦
覧
期
間　

令
和
二
年
三
月
六
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
六
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分

ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

令
和
二
年
四
月
二
十
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
（
塩
釜
保
健
所
）

　

３�　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

栗
原
市
立
若
柳
病
院

栗
原
市
若
柳
字
川
北
原
畑
二
十

三
番
地
四

令
和
二
年
三
月
一
日

令
和
五
年
二
月
二
十
八

日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
一
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　

１　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛
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２　

共
同
牧
野
等
に
放
牧
す
る
牛

　

３　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
二
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　

１�　

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
蔵
王
町
、
名
取
市
、
松
島
町
、
富
谷
市
、

涌
谷
町
、
栗
原
市
（
旧
築
館
町
及
び
旧
金
成
町
の
区
域
）、
登
米
市
（
旧
中
田
町
の
区
域
）
又
は
石
巻
市
（
旧
石

巻
市
及
び
旧
河
北
町
の
区
域
）
で
飼
育
し
て
い
る
も
の
（
生
後
二
十
四
月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

　

２�　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛
で
、
角
田
市
、
大
郷
町
、
大
崎
市
（
旧
鹿

島
台
町
及
び
旧
涌
谷
町
の
区
域
）、
栗
原
市
（
旧
高
清
水
町
、
旧
一
迫
町
及
び
旧
志
波
姫
町
の
区
域
）、
登
米
市
（
旧

登
米
町
、
旧
米
山
町
及
び
旧
南
三
陸
町
の
区
域
）
又
は
石
巻
市
（
旧
桃
生
町
及
び
旧
牡
鹿
町
の
区
域
）
で
飼
育
し

て
い
る
も
の
（
生
後
二
十
四
月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

　

３　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

　

４�　

１
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛
（
生
後
二
十
四

月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

　

５　

共
同
牧
野
等
に
放
牧
す
る
牛

　

６　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
三
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
発
生
予
察

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日　

　

�　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
（
死

体
）
の
所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
状
況
の
把
握

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円
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三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
（
死
体
）
の
種
類
及
び
範
囲　

　
�　

次
に
掲
げ
る
家
畜
（
死
体
）。
た
だ
し
、
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
農
林
水
産

省
令
第
五
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

　

１　

特
定
臨
床
症
状
を
示
す
全
月
齢
の
死
亡
牛

　

２　

生
前
に
歩
行
困
難
、
起
立
不
能
等
で
あ
っ
た
四
十
八
カ
月
齢
以
上
の
死
亡
牛

　

３　

１
及
び
２
以
外
の
九
十
六
カ
月
齢
以
上
の
死
亡
牛

四　

実
施
の
期
日　

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五　

検
査
の
方
法　

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
五
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

豚
熱
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚

　

１　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
豚

　

２　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
豚

　

３　

肥
育
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
豚

四　

実
施
の
期
日　

　

�　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法　

　
　

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
（
令
和
二
年
二
月
五
日
農
林
水
産
大
臣
公
表
）
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
六
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚

　

１　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
豚

　

２　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
豚

　

３　

１
又
は
２
の
豚
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚

四　

実
施
の
期
日　

　

�　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法　

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
七
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　

�　

家
き
ん（
飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上（
だ
ち
ょ
う
は
十
羽
以
上
）の
農
場
に
お
い
て
飼
育
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）
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の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四　

実
施
の
期
日　

　

�　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

�　

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
（
平

成
二
十
七
年
九
月
九
日
農
林
水
産
大
臣
公
表
）
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
八
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
種
鶏

四　

実
施
の
期
日　

　

�　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法　

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
九
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
及
び
豚
ブ
ル
セ
ラ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

次
に
掲
げ
る
牛
、
馬
及
び
豚

　

１　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
で
定
め
る
種
畜

　

２　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
牛
、
馬
及
び
豚

四　

実
施
の
期
日　

　

�　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法　

　

�　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
、
病
性
鑑
定
指
針
（
平
成

二
十
七
年
三
月
十
三
日
付
け
二
十
六
消
安
第
四
千
六
百
八
十
六
号
農
林
水
産
省
消
費
・
安
全
局
長
通
知
）
及
び
種
畜

検
査
執
務
要
領
（
平
成
十
三
年
四
月
十
六
日
付
け
十
三
独
家
セ
第
二
百
十
七
号
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー

理
事
長
通
知
）
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

腐
蛆そ

病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

蜜
蜂
（
転
飼
及
び
定
飼
蜂
群
）
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法　
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臨
床
検
査
及
び
細
菌
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
一
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

沼
倉

た
め
池
等
整
備
事
業

令
和
元
年
十
一
月
二
十
五
日

芋
埣

農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金（
農
地
整
備
事
業
）
令
和
元
年
十
二
月
二
十
五
日

王
沢

区
画
整
理
事
業

令
和
元
年
十
二
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
策
定
し
た
宮
城

県
防
除
実
施
基
準
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）、
大

河
原
地
方
振
興
事
務
所
、
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
、
北
部
地
方
振
興
事
務
所
、
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務

所
、
東
部
地
方
振
興
事
務
所
、
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
及
び
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
に
お
い
て
こ

れ
を
公
表
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
三
号

　

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
高
度

公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条

の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）、
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
、
仙
台
地
方
振

興
事
務
所
、
北
部
地
方
振
興
事
務
所
、
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
、
東
部
地
方
振
興
事
務
所
、
東
部
地

方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
及
び
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
石
浜
八
九
の
七

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
一
六
八
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
女
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。
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そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
四
六
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
堀
の
内
三
六
番
三
地
先
か

ら同
市
東
和
町
錦
織
字
東
大
谷
野
三
九
番
地
先
ま
で

前

一
三
・
二
～

�

一
二
五
・
〇

�

一
、
九
二
五
・
〇

後

一
三
・
二
～

�

五
七
・
〇

�

一
、
九
二
五
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
四
六
号

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
芝
山
三
九
番
一
二
地
先
か
ら

同
市
東
和
町
錦
織
字
東
大
谷
野
三
九
番
地
先
ま
で

令
和
二
年

�

三
月
七
日

�

午
後
三
時

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

　

２　

名
称

　
　
　

赤
岩
港
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

三　

事
業
施
行
期
間

　

�　

「
平
成
二
十
五
年
四
月
五
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五
年
四
月
五
日
か
ら
令

和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

　

２　

名
称

　
　
　

朝
日
町
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

三　

事
業
施
行
期
間

　

�　

「
平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
令

和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し
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２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
三
十
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
二
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改

め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
六
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

わ
た
な
べ
拓
後
援
会
の
平
成
三
十
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

２　

支
出
総
額
中

「２

　

支
出
総
額

　
　

2,101,881

」
を
「２

　

支
出
総
額

　
　

2,151,881

」
に
改
め
る
。

４　

支
出
の
内
訳
中　

「　

経
常
経
費

　
　
　
　

983,914

」
を
「　

経
常
経
費

　
　
　

1,033,914
」
に
、

「　
　

事
務
所
費

　
　
　

826,826

」
を
「　
　

事
務
所
費

　
　

��876,826

」
に
改
め
る
。

監
査
委
員

公
安
委
員
会

〇宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
５
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
た
「
学
校
徴
収
金
に
つ
い
て
」

に
係
る
監
査
結
果
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
２
年
３
月
６
日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
２
年
３
月
６
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
　
　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

　
（
定
義
）

第
�２
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑴
～
⑼
　
（
略
）

　
⑽
�　
課
長
等
　
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
置

く
各
課
長
、
上
席
監
察
官
、
監
察
官
、
機
動
警

ら
隊
長
、
鉄
道
警
察
隊
長
、
機
動
捜
査
隊
長
、

交
通
機
動
隊
長
、
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
長
及

び
機
動
隊
長
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
置

く
総
合
企
画
室
長
並
び
に
同
条
第
６
項
の
規
定

に
よ
り
置
く
課
長
、
監
察
官
及
び
科
学
捜
査
研

究
所
長
を
い
う
。

　
⑾
�　
署
長
　
警
察
署
長
を
い
う
。

　
⑿
�　
一
般
職
員
　
法
第
55条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
県
警
察
に
置
か
れ
る
職
員
の
う
ち
、
警
察
官

以
外
の
職
員
を
い
う
。

　
（
課
等
の
設
置
）

第
３
条
　
（
略
）

２
・
３
　
（
略
）

４
�　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
、
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
組
織
を
置
く
。

課
等

組
織

（
略
）

警
務
課
宮
城
県
警
察
総
合
企
画
室

宮
城
県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室

（
略
）

監
察
課
宮
城
県
警
察
訟
務
室

　
（
定
義
）

第
�２
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑴
～
⑼
　
（
略
）

　
�　

　

　
⑽
�　
署
長
　
警
察
署
長
を
い
う
。

　
⑾
�　
一
般
職
員
　
法
第
55条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
県
警
察
に
置
か
れ
る
職
員
の
う
ち
、
警
察
官

以
外
の
職
員
を
い
う
。

　
（
課
等
の
設
置
）

第
３
条
　
（
略
）

２
・
３
　
（
略
）

４
�　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
、
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
組
織
を
置
く
。

課
等

組
織

（
略
）

警
務
課
宮
城
県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室

（
略
）
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宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
２
年
３
月
６
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
　
　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

　
（
定
義
）

第
�２
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑴
～
⑼
　
（
略
）

　
⑽
�　
課
長
等
　
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
置

く
各
課
長
、
上
席
監
察
官
、
監
察
官
、
機
動
警

ら
隊
長
、
鉄
道
警
察
隊
長
、
機
動
捜
査
隊
長
、

交
通
機
動
隊
長
、
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
長
及

び
機
動
隊
長
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
置

く
総
合
企
画
室
長
並
び
に
同
条
第
６
項
の
規
定

に
よ
り
置
く
課
長
、
監
察
官
及
び
科
学
捜
査
研

究
所
長
を
い
う
。

　
⑾
�　
署
長
　
警
察
署
長
を
い
う
。

　
⑿
�　
一
般
職
員
　
法
第
55条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
県
警
察
に
置
か
れ
る
職
員
の
う
ち
、
警
察
官

以
外
の
職
員
を
い
う
。

　
（
課
等
の
設
置
）

第
３
条
　
（
略
）

２
・
３
　
（
略
）

４
�　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
、
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
組
織
を
置
く
。

課
等

組
織

（
略
）

警
務
課
宮
城
県
警
察
総
合
企
画
室

宮
城
県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室

（
略
）

監
察
課
宮
城
県
警
察
訟
務
室

　
（
定
義
）

第
�２
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑴
～
⑼
　
（
略
）

　
�　

　

　
⑽
�　
署
長
　
警
察
署
長
を
い
う
。

　
⑾
�　
一
般
職
員
　
法
第
55条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
県
警
察
に
置
か
れ
る
職
員
の
う
ち
、
警
察
官

以
外
の
職
員
を
い
う
。

　
（
課
等
の
設
置
）

第
３
条
　
（
略
）

２
・
３
　
（
略
）

４
�　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
、
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
組
織
を
置
く
。

課
等

組
織

（
略
）

警
務
課
宮
城
県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室

（
略
）

（
略
）

５
・
６
　
（
略
）

第
３
条
の
２
・
第
４
条
　
（
略
）

　
（
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�５
条
　
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
総
務
課

　
⑴
�　
所
管
行
政
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

　
�　

　
⑵
�　
宮
城
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」

と
い
う
。）
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
�　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
�　
条
例
案
、
規
則
案
そ
の
他
公
文
書
類
の
審
査

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
　
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
　
宮
城
県
議
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
�　
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
補
佐

に
関
す
る
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑾
�　
法
第
79条
の
規
定
に
基
づ
く
苦
情
の
申
出
の

公
安
委
員
会
へ
の
報
告
及
び
事
務
手
続
の
補
佐

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑿
�　
警
察
職
員
の
応
援
要
請
及
び
派
遣
に
関
す
る

こ
と
。

　
　

　
⒀
�　
被
疑
者
の
取
調
べ
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め

の
監
督
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒁
�　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
⒂
�　
公
安
委
員
会
補
佐
室
及
び
取
調
べ
監
督
室
の

運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
会
計
課
　
（
略
）

　
装
備
施
設
課

（
略
）

５
・
６
　
（
略
）

第
３
条
の
２
・
第
４
条
　
（
略
）

　
（
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�５
条
　
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
総
務
課

　
⑴
�　
所
管
行
政
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
（
装
備
施
設
課
、
情
報
管
理
課
及
び
警
務
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑵
�　
所
管
行
政
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す

る
こ
と
（
警
察
運
営
の
大
綱
方
針
に
係
る
も
の

に
限
る
。）。

　
⑶
�　
宮
城
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」

と
い
う
。）
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
�　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
�　
条
例
案
、
規
則
案
そ
の
他
公
文
書
類
の
審
査

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
　
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
　
宮
城
県
議
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑾
�　
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
補
佐

に
関
す
る
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑿
�　
法
第
79条
の
規
定
に
基
づ
く
苦
情
の
申
出
の

公
安
委
員
会
へ
の
報
告
及
び
事
務
手
続
の
補
佐

に
関
す
る
こ
と
。

　
⒀
�　
警
察
職
員
の
応
援
要
請
及
び
派
遣
に
関
す
る

こ
と
。

　
⒁
　
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒂
�　
被
疑
者
の
取
調
べ
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め

の
監
督
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒃
�　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
⒄
�　
公
安
委
員
会
補
佐
室
及
び
取
調
べ
監
督
室
の

運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
会
計
課
　
（
略
）

　
装
備
施
設
課

　
⑴
・
⑵
　
（
略
）

　
�　

　
⑶
�　
庁
舎
等
の
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
自
動
車
整
備
工
場
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
広
報
相
談
課
　
（
略
）

　
情
報
管
理
課

　
⑴
・
⑵
　
（
略
）

　
�　

　
⑶
�　
警
察
統
計
（
犯
罪
統
計
を
除
く
。）
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑷
　
照
会
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
留
置
管
理
課
　
（
略
）

　
（
警
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�５
条
の
２
　
警
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
警
務
課

　
�　

　
⑴
�　
所
管
行
政
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す

る
こ
と

。
　
⑵
　
部
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
警
察
職
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
警
察
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
警
察
職
員
の
募
集
及
び
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
�　
県
警
察
の
組
織
及
び
警
察
職
員
の
定
員
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑺
　
警
察
職
員
の
勤
務
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
　
警
察
職
員
の
非
常
招
集
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
�　
国
際
関
係
事
務
の
う
ち
他
の
課
等
の
所
掌
に

属
し
な
い
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
　
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑾
�　
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害

給
付
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑴
・
⑵
　
（
略
）

　
⑶
�　
所
管
行
政
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
警
察
施
設
の
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　
⑷
�　
庁
舎
等
の
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
　
自
動
車
整
備
工
場
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
広
報
相
談
課
　
（
略
）

　
情
報
管
理
課

　
⑴
・
⑵
　
（
略
）

　
⑶
�　
所
管
行
政
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
先
端
技
術
の
導
入

に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　
⑷
�　
警
察
統
計
（
犯
罪
統
計
を
除
く
。）
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑸
　
照
会
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
留
置
管
理
課
　
（
略
）

　
（
警
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�５
条
の
２
　
警
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
警
務
課

　
⑴
�　
所
管
行
政
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
（
警
察
運
営
の
重
要
施
策
の
企
画
及
び
立
案

に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　
⑵
�　
所
管
行
政
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す

る
こ
と
（
総
務
課
、
装
備
施
設
課
及
び
情
報
管

理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑶
　
部
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
警
察
職
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
警
察
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
　
警
察
職
員
の
募
集
及
び
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
�　
県
警
察
の
組
織
及
び
警
察
職
員
の
定
員
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑻
　
警
察
職
員
の
勤
務
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
　
警
察
職
員
の
非
常
招
集
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
�　
国
際
関
係
事
務
の
う
ち
他
の
課
等
の
所
掌
に

属
し
な
い
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑾
　
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑿
�　
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害

給
付
に
関
す
る
こ
と
。
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⑿
�　
所
管
行
政
に
係
る
犯
罪
被
害
者
支
援
（
犯
罪

の
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
の
被
害
の
回
復
又
は

軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
が
再
び

平
穏
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援

す
る
こ
と
を
い
う
。）
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒀
�　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒁
�　
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る

た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

20年
法
律
第
80号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒂
�　
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る

法
律
（
平
成
28年
法
律
第
73号
）
第
３
条
に
規

定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ

と
。

　
⒃
�　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
⒄
�　
総
合
企
画
室
及
び
犯
罪
被
害
者
支
援
室
の
運

営
に
関
す
る
こ
と
。

　
教
養
課
　
（
略
）

　
監
察
課

　
⑴
～
⑶
　
（
略
）

　
⑷
　
訟
務
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
厚
生
課
　
（
略
）

　
（
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�６
条
　
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
生
活
安
全
企
画
課

　
⑴
～
⑺
　
（
略
）

　
⑻
�　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
32年

法
律
第
166

号
）
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
32年
法
律

第
167号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環

境
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
き
、
核
原
料

物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
警
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑼
～
⒂
　
（
略
）

　
県
民
安
全
対
策
課
～
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
　

（
略
）

第
６
条
の
２
～
第
８
条
　
（
略
）

　
⒀
�　
所
管
行
政
に
係
る
犯
罪
被
害
者
支
援
（
犯
罪

の
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
の
被
害
の
回
復
又
は

軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
が
再
び

平
穏
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援

す
る
こ
と
を
い
う
。）
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒁
　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒂
�　
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る

た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

20年
法
律
第
80号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒃
�　
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る

法
律
（
平
成
28年
法
律
第
73号
）
第
３
条
に
規

定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ

と
。

　
⒄
�　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
⒅
�　

犯
罪
被
害
者
支
援
室
の
運

営
に
関
す
る
こ
と
。

　
教
養
課
　
（
略
）

　
監
察
課

　
⑴
～
⑶
　
（
略
）

　
　

　
厚
生
課
　
（
略
）

　
（
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�６
条
　
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
生
活
安
全
企
画
課

　
⑴
～
⑺
　
（
略
）

　
⑻
�　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
32年

法
律
第
166

号
）
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す

る
法
律
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
32年
法
律

第
167号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環

境
課
及
び

警
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑼
～
⒂
　
（
略
）

　
県
民
安
全
対
策
課
～
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
　

（
略
）

第
６
条
の
２
～
第
８
条
　
（
略
）

　
（
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�９
条
　
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
公
安
課
　
（
略
）

　
警
備
課

　
⑴
・
⑵
　
（
略
）

　
⑶
�　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

で
県
警
察
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
核

燃
料
物
質

の
防
護

に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
～
⑾
　
（
略
）

　
外
事
課
・
機
動
隊
　
（
略
）

第
10条
～
第
16条
　
（
略
）

　
（
警
察
本
部
の
職
及
び
職
務
）

第
�17条
　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
の
職
、

そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
警
察
官
の
階
級

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�９
条
　
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
公
安
課
　
（
略
）

　
警
備
課

　
⑴
・
⑵
　
（
略
）

　
⑶
�　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等

の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

で
県
警
察
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
核

燃
料
物
質
及
び
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護

に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
～
⑾
　
（
略
）

　
外
事
課
・
機
動
隊
　
（
略
）

第
10条
～
第
16条
　
（
略
）

　
（
警
察
本
部
の
職
及
び
職
務
）

第
�17条
　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
の
職
、

そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
警
察
官
の
階
級

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
階
級

（
略
）

（
略
）

課
課

長
（
略
）

　

（
略
）　
課
長
等
の
命
を

受
け
、
課
等
の
事

務
を
分
掌
し
、
課

長
等
を
補
佐
す
る

ほ
か
、
課
長
等
が

組
　
織

職
職

務
階
級

（
略
）

（
略
）

課
課

長
（
略
）

総
務
課

警
務
課
企
画
官

　
部
長
の
命
を
受

け
、
警
察
運
営
に

関
す
る
企
画
及
び

立
案
並
び
に
総
合

調
整
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
し
、
部

長
を
補
佐
す
る
。

（
略
）　
上
司
　
の
命
を

受
け
、
課
等
の
事

務
を
分
掌
し
、
上

司
　
を
補
佐
す
る

ほ
か
、
上
司
　
が
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課
等
管
理
官

不
在
又
は
事
故
あ

る
と
き
は
、
そ
の

職
務
を
代
理
す

る
。
た
だ
し
、
部

長
等
か
ら
特
に
命

ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
部
長
等

を
補
佐
す
る
。

警
視

（
略
）

捜
査
第

二
課

特
別
捜
査

指
導
官

（
略
）

　

（
略
）

課
等
次

長
副
隊
長

　
課
長
等
の
命
を

受
け
、
課
等
の
事

務
を
分
掌
し
、
課

長
等
を
補
佐
す
る

ほ
か
、
課
長
等
が

不
在
又
は
事
故
あ

る
と
き
は
、
そ
の

職
務
を
代
理
す
る
。

課
等
課
長
補
佐

隊
長
補
佐

所
長
補
佐

　
課
長
等
の
命
を

受
け
、
課
等
の
事

務
を
整
理
し
、
課

長
等
を
補
佐
す
る
。
警
部

（
略
）

課
等
管
理
官

不
在
又
は
事
故
あ

る
と
き
は
、
そ
の

職
務
を
代
理
す

る
。
た
だ
し
、
部

長
等
か
ら
特
に
命

ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
部
長
等

を
補
佐
す
る
。

警
視

（
略
）

捜
査
第

二
課

特
別
捜
査

指
導
官

（
略
）

捜
査
第

三
課

盗
犯
捜
査

指
導
官

　
捜
査
第
三
課
長

の
命
を
受
け
、
窃

盗
犯
の
捜
査
に
関

す
る
事
務
を
掌
理

し
、
捜
査
第
三
課

長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
刑
事
部

長
か
ら
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
場
合
は
、

そ
の
事
務
を
掌
理

し
、
刑
事
部
長
を

補
佐
す
る
。

（
略
）

課
等
次

長
副
隊
長

　
上
司
　
の
命
を

受
け
、
課
等
の
事

務
を
分
掌
し
、
上

司
　
を
補
佐
す
る

ほ
か
、
上
司
　
が

不
在
又
は
事
故
あ

る
と
き
は
、
そ
の

職
務
を
代
理
す
る
。

課
等
課
長
補
佐

隊
長
補
佐

所
長
補
佐

　
上
司
　
の
命
を

受
け
、
課
等
の
事

務
を
整
理
し
、
上

司
　
を
補
佐
す
る
。
警
部

（
略
）

捜
査
第

三
課

組
織
窃
盗

対
策
官

　
捜
査
第
三
課
長

の
命
を
受
け
、
組

織
的
窃
盗
犯
の
捜

査
に
関
す
る
事
務

を
掌
理
し
、
捜
査

第
三
課
長
を
補
佐

す
る
。

（
略
）（
略
）

　

（
略
）（
略
）

２
�　
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
組
織
の
う
ち
、
宮

城
県
警
察
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
、
宮
城
県
警
察

航
空
隊
、
宮
城
県
警
察
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
、
宮

城
県
警
察
機
動
鑑
識
隊
及
び
宮
城
県
警
察
暴
力
特

別
捜
査
隊
に
隊
長
を
、
宮
城
県
警
察
公
安
委
員
会

補
佐
室
、
宮
城
県
警
察
取
調
べ
監
督
室
、
宮
城
県

警
察
監
査
室
、
宮
城
県
警
察
総
合
企
画
室
、
宮
城

県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室
、
宮
城
県
警
察
術
科

指
導
室
、
宮
城
県
警
察
訟
務
室
、
宮
城
県
警
察
地

域
指
導
室
、
宮
城
県
警
察
情
報
分
析
支
援
室
、
宮

城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
交
通

事
故
総
合
分
析
室
、
宮
城
県
警
察
災
害
対
策
室
、

宮
城
県
警
察
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
競
技
大
会
警
備
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
全

国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
警
衛
警
備
対
策
室
及
び

宮
城
県
警
察
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
に
室
長

を
、
宮
城
県
警
察
通
訳
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察

交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
石
巻
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
古
川
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー
及
び
宮
城
県
警
察
仙
南
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー
に
所
長
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
警
視
又
は
警
部

の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
～
５
　
（
略
）

６
�　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
以
外
の
職
員

の
職
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
�　
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
組
織
の
う
ち
、
宮

城
県
警
察
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
、
宮
城
県
警
察

航
空
隊
、
宮
城
県
警
察
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
、
宮

城
県
警
察
機
動
鑑
識
隊
及
び
宮
城
県
警
察
暴
力
特

別
捜
査
隊
に
隊
長
を
、
宮
城
県
警
察
公
安
委
員
会

補
佐
室
、
宮
城
県
警
察
取
調
べ
監
督
室
、
宮
城
県

警
察
監
査
室

、
宮
城

県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室
、
宮
城
県
警
察
術
科

指
導
室

、
宮
城
県
警
察
地

域
指
導
室
、
宮
城
県
警
察
情
報
分
析
支
援
室
、
宮

城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
交
通

事
故
総
合
分
析
室
、
宮
城
県
警
察
災
害
対
策
室
、

宮
城
県
警
察
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
競
技
大
会
警
備
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
全

国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
警
衛
警
備
対
策
室
及
び

宮
城
県
警
察
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
に
室
長

を
、
宮
城
県
警
察
通
訳
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察

交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
石
巻
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
古
川
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー
及
び
宮
城
県
警
察
仙
南
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー
に
所
長
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
警
視
又
は
警
部

の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
～
５
　
（
略
）

６
�　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
以
外
の
職
員

の
職
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
職
員

組
　
織

職
職

務
職
員



第84号　令和２年３月６日　金曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報

収
用
委
員
会

（
略
）

一
般
職
員

課
等
課
長
補
佐

隊
長
補
佐

所
長
補
佐

　
課
長
等
の
命
を

受
け
、
課
等
の
事

務
を
整
理
し
、
課

長
等
を
補
佐
す
る
。

（
略
）

７
～
11　
（
略
）

第
17条
の
２
　
（
略
）

　
（
警
察
署
の
職
制
）

第
18条
　
（
略
）

２
�　
警
察
署
に
は
、
署
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
を
置

き
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員
は
、

次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長
が
必

要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
置

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

一
般
職
員

課
等
課
長
補
佐

隊
長
補
佐

所
長
補
佐

　
上
司
　
の
命
を

受
け
、
課
等
の
事

務
を
整
理
し
、
上

司
　
を
補
佐
す
る
。

（
略
）

７
～
11　
（
略
）

第
17条
の
２
　
（
略
）

　
（
警
察
署
の
職
制
）

第
18条
　
（
略
）

２
�　
警
察
署
に
は
、
署
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
を
置

き
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員
は
、

次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長
が
必

要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
置

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

職
職
　
　
　
　
　
務

階
級

（
略
）

課
　
長

　
上
司
の
命
を
受
け
、
警
察
署

の
課
の
事
務
を
整
理
し
、
部
下

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

警
部
又
は
警
部
補
　

（
略
）

職
職
　
　
　
　
　
務

階
級

（
略
）

課
　
長

　
上
司
の
命
を
受
け
、
警
察
署

の
課
の
事
務
を
整
理
し
、
部
下

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
た
だ

し
、
会
計
課
長
に
あ
っ
て
は
、

上
司
の
命
を
受
け
、
警
察
署
に

お
け
る
警
察
本
部
警
務
部
警
務

課
（
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す

る
こ
と
に
限
る
。）
の
所
掌
事

務
に
つ
い
て
も
整
理
し
、
上
司

を
補
佐
す
る
。

警
部
又
は
警
部
補
　

（
略
）

３
�　
前
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
次
表
に
掲
げ
る
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
、
そ
の
職
務
及
び
職
に
充
て
る
職
員
は

次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

職
職
　
　
　
　
　
務

職
員

　
署
長
の
命
を
受
け
、
警
察
署

に
お
け
る
警
察
本
部
総
務
部
会

計
課
及
び
同
部
装
備
施
設
課

３
�　
前
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
次
表
に
掲
げ
る
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
、
そ
の
職
務
及
び
職
に
充
て
る
職
員
は

次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

職
職
　
　
　
　
　
務

職
員

　
署
長
の
命
を
受
け
、
警
察
署

に
お
け
る
警
察
本
部
総
務
部
会

計
課
、
　
同
部
装
備
施
設
課

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
６
号

　
宮
城
県
起
業
の
県
道
山
下
停
車
場
線
改
築
工
事
（
宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
頭
無
地
内
か
ら
同
町
山
寺
字
桜
木

地
内
ま
で
）
に
係
る
土
地
収
用
事
件
（
県
道
山
下
停
車
場
線
２
号
事
件
）
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年
法
律

第
219号

）
第
46条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　
令
和
２
年
３
月
６
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
日
時
　
令
和
２
年
５
月
15日
（
金
）
午
後
２
時
か
ら

２
　
場
所
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　
宮
城
県
　
行
政
庁
舎
９
階
　
第
一
会
議
室

３
　
審
理
事
項
　
本
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等

会
計
官
（
施
設
企
画
係
、
営
繕
係
及
び

管
財
係
に
限
る
。）

の
所
掌
事
務
を
総
括
し
、

署
長
を
補
佐
す
る
。

一
般
職
員

４
　
（
略
）

５
�　
前
２
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
警
察
署
の
組
織

の
必
要
に
応
じ
、
第
17条
第
６
項
に
掲
げ
る
職
の

う
ち
主
事
か
ら
調
理
員
ま
で
の
職
、
同
条
第
10項

に
掲
げ
る
職

及
び
同
条
第

11項
に
規
定
す
る
職
ご
と
の
主
任
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

６
～
９
　
（
略
）

会
計
官

副
参
事

（
施
設
企
画
係
、
営
繕
係
及
び

管
財
係
に
限
る
。）
及
び
警
察

本
部
警
務
部
警
務
課
（
警
察
職

員
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
に
限

る
。）
の
所
掌
事
務
を
掌
理
し
、

署
長
を
補
佐
す
る
。

一
般
職
員

４
　
（
略
）

５
�　
前
２
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
警
察
署
の
組
織

の
必
要
に
応
じ
、
第
17条
第
６
項
に
掲
げ
る
職
の

う
ち
主
事
か
ら
調
理
員
ま
で
の
職
、
同
条
第
10項

に
掲
げ
る
職
（
副
参
事
を
除
く
。）
及
び
同
条
第

11項
に
規
定
す
る
職
ご
と
の
主
任
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

６
～
９
　
（
略
）

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
17条
第
１
項
の
改
正
規
定
（
捜
査
第
三
課
の
項

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
令
和
２
年
３
月
24日
か
ら
施
行
す
る
。


